
☆１ヵ月の介護サービスの上限額

■通所介護（デイサービス）

○通常規模の事業所の場合

（７～８時間未満　1回）

■通所リハビリテーション（デイケア）

○通常規模の事業所の場合

（７～８時間未満　1回）

要介護状態区分

要介護１

要介護５

要介護４

支給限度額

約３６２,１７０円

要介護２

約１６７,６５０円

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

約１９７,０５０円

約２７０,４８０円

約３０９,３８０円

６６５円

　介護サービスでは、要介護状態区分に応じて、支給限度額が決められていて、その
範囲内でサービスを利用する場合の利用者負担額は１割（一定以上所得者は２割ま
たは３割）となります。下表の利用者負担額は、基本的な費用の１割を目安として掲載
しています。この他にサービスの利用内容による加算などがあります。またサービス
によって、食費等の実費が別途必要となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症への特例的な評価として、令和３年９月末までの間、
　 基本報酬に０.1％上乗せされます。

令和３年４月１日現在

主な介護サービス（要介護１～５）の
「利用者負担額のめやす」

施設に通って利用するサービス

１,０３３円

１,１５８円

９０９円

７８４円

要介護３

要介護５

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

１,３９３円

１,２２７円

１,０５７円

９１３円

７７０円

要介護



■訪問介護（ホームヘルプ）

■訪問入浴介護 ■居宅療養管理指導

■訪問看護 ■訪問リハビリテーション

※３０分～１時間未満

■短期入所生活介護（ショートステイ）

（介護老人福祉施設・併設型の施設の場合　1日あたり）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

■短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

（介護老人保健施設（基本型）の場合　1日あたり）

要介護１

要介護２

要介護３

要介護４

要介護５

訪問を受けて利用するサービス

８７３円

６７７円

７５０円

９９３円

９２４円８２０円

1回

５１４円

３１３円

身体介護中心
（２０分以上３０分未満　1回）

生活援助中心
（２０分以上４５分未満　1回）

２５６円

１８７円

医師・歯科医師による指導（1回）

訪問看護
ステーションから（1回）

９２７円

８８９円

８９２円

８４５円

８５３円

７７７円

従来型個室

７６３円

ユニット型個室

７０８円

１,２８７円

５８５円

８１１円

１回

６７７円

従来型個室

８３９円

６０７円 ６０７円

９８０円

多床室

短期間施設に入所して利用するサービス

病院または診療所から（1回）

７５０円

１,０６４円

多床室 ユニット型個室

８８９円

８２０円

１,０６０円

１,００５円

９５３円

８８９円

８３９円

１,０１１円

９５７円

要介護



☆１ヵ月の介護予防サービスの上限額

支給限度額

約５０,３２０円

約１０５,３１０円

■訪問型サービス（ホームヘルプ）

○介護予防訪問サービス（１ヵ月） ○介護予防通所サービス（１ヵ月）

１,２０１円 １,６９６円

２,３９９円 ３,４７６円

○広域型通所サービス（１ヵ月）

１,３５７円

○広域型訪問サービス（１ヵ月） ２,７８１円

９６１円

１,９１９円

■短期集中通所サービス

１５０円 ２２０円

※週１回（概ね３ヶ月～６ヶ月）

利用者負担なし

※月１回～２回（概ね３ヶ月～６ヶ月）

※週１回～２回

■短期集中訪問サービス

１回

要支援２

週１回

週２回

■地域型訪問サービス

1回 １回

週２回 要支援２

週３回以上
３,８０６円

（要支援２のみ）

事業対象者・要支援１

◎要支援１・２、事業対象者の方が利用できるサービス◎

訪問を受けて利用するサービス 施設に通って利用するサービス

■通所型サービス（デイサービス）

週１回 事業対象者・要支援１

主な介護予防サービス（要支援1･2、事業対象者）の
「利用者負担額のめやす」

令和３年４月１日現在

介護予防サービスでは、要介護状態区分に応じて、支給限度額が決められていて、そ
の範囲内でサービスを利用する場合の利用者負担額は１割（一定以上所得者は２割ま
たは３割）となります。下表の利用者負担額は、基本的な費用の１割を目安として掲載
しています。この他にサービスの利用内容による加算などがあります。またサービス
によって、食費等の実費が別途必要となる場合があります。
※新型コロナウイルス感染症への特例的な評価として、令和３年９月末までの間、
　 基本報酬に０.1％上乗せされます。

要介護状態区分

要支援１

要支援２

要支援・事業対象者



※送迎・入浴を含む

■介護予防訪問入浴介護

■介護予防訪問リハビリテーション

■介護予防居宅療養管理指導

■介護予防短期入所生活介護（ショートステイ）

（介護老人福祉施設・併設型の施設の場合　　１日あたり）

従来型個室 多床室 ユニット型個室

要支援１ ４５４円 ４５４円 ５３２円

要支援２ ５６５円 ５６５円 ６６０円

（介護老人保健施設（基本型）の場合　　１日あたり）

従来型個室 多床室 ユニット型個室

要支援１ ５８５円 ６１９円 ６３０円

要支援２ ７３１円 ７７９円 ７９３円

短期間施設に入所して利用するサービス

■介護予防短期入所療養介護（医療型ショートステイ）

病院または診療所から（１回） ５６４円

訪問看護ステーションから（１回） ８０９円

※３０分～1時間未満

医師・歯科医師による指導（１回） ５１４円

訪問を受けて利用するサービス

１回 ８７０円

１回 ３１３円

■介護予防訪問看護

   　　◎要支援１・２の方が利用できるサービス◎

施設に通って利用するサービス

■介護予防通所リハビリテーション（デイケア）

要支援１（１ヵ月） ２,０８８円

要支援２（１ヵ月） ４,０６７円

要支援・事業対象者


